
 

 

平成２２年 ３月１０日 

特 許 庁 

 

特許出願等の電子手続における 

インターネット出願への一本化について 

 
本日、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正

する省令が公布されました。本年４月１日の本省令施行後は、特許出願等の電

子手続において、ISDN 回線を利用した手続（ISDN 出願）は行えなくなり、イ

ンターネットを利用した手続（インターネット出願）に一本化されます。 

 
１．概要 

平成２０年６月、特許庁は、特許出願等の電子手続について既存の ISDN 出

願を廃止し、インターネット出願に一本化することを公表し ISDN 出願を御利

用の皆様にインターネット出願への移行をお願いしてまいりましたが、本日、

インターネット出願一本化のため改正した関係省令を公布しましたのでお知

らせいたします。 

これにより、本年４月１日以降、ISDN 出願は行えなくなりますので、特許

出願等の電子手続を行う場合は、インターネット出願を御利用いただきます

ようお願いいたします。 

なお、インターネット出願を利用するにあたっては、電子証明書の取得や

申請人利用登録等が必要となり、手続等に時間を要することもありますので、

まだ準備がお済みでない方は、できる限りお早めに御対応いただきますよう

お願いいたします。 

 
２．地域における電子出願支援について 

 現在、社団法人発明協会の各都道府県支部に設置している ISDN 出願のため

の端末（共同利用端末）は、本年３月３１日をもって御利用いただけなくな

ります。 

ただし、当面の間は、特許庁の事業である「課題解決型相談・コンサルテ

ィング事業」（中小企業産業財産権制度活用支援事業）の一環として、都道府

県に開設する窓口にインターネット出願が可能な端末を配置するなど、イン

ターネット出願環境をお持ちでない方への支援を行う予定※です。本支援を御

利用の際には、電子証明書を事前に御準備いただきますようお願いいたしま

す。 



※インターネット出願支援の詳細については、３月１５日頃に決定する予定です。決

定次第、特許庁ホームページ等でお知らせいたします。 
 

３．電子証明書の取得に係る手続について 

 インターネット出願に必要な電子証明書の発行を行う認証局では、同証明

書の発行に数週間かかることもありますので、御利用を予定されている皆様

には、余裕を持った取得手続をお願いいたします。 

ただし、電子証明書の取得を申請したものの、特許出願等の電子手続を行

うまでに同証明書の発行が間に合わない場合には、CD-R 又は FD による特許出

願等の手続を受け付けることといたします（PCT 国際出願は除く）。 

この手続を御利用の際は、電子証明書取得における申請状況を確認させて

いただく必要がございますので、必ず事前に御連絡いただきますようお願い

いたします。 

詳細な手続方法につきましては、電子出願ソフトサポートサイト：

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/inet/info/03_06.html を御覧ください。 

 

なお、書面による特許出願等の手続は引き続き受け付けます。 

インターネット出願、地域における電子出願支援、及び電子証明書の取得

に係る手続についての詳細は、下記問い合わせ先にお問い合わせください。 

                      
 
 （本発表資料のお問い合わせ先） 

○インターネット出願について 
特許庁総務部情報システム室 
 担当者： 笹野、松本 
 電 話：０３－３５８１－１１０１（内線 ２５０７） 
     ０３－３５８１－３７０４（直通） 
○地域における電子出願支援について 
特許庁総務部普及支援課 
 担当者： 佐藤、高橋、中島 
 電 話：０３－３５８１－１１０１（内線 ２１０７） 
     ０３－３５０１－５８７８（直通） 
○電子証明書の取得に係る手続について 
特許庁審査業務部出願支援課 
 担当者： 堤、松本 
 電 話：０３－３５８１－１１０１（内線 ２７５２） 
     ０３－３５８０－５８８２（直通） 


